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議案第４７号

鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正について

　次のとおり鳥取県食品衛生法施行条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本

議会の議決を求める。

　

　　平成２２年２月１５日

　

鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治　　

　

　　　鳥取県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

　

　鳥取県食品衛生法施行条例（平成１２年鳥取県条例第１７号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下「追加別表細目」という。）を加える。

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加別表細

目を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存
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在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

 

改　　　　　　　正　　　　　　　前改　　　　　　　正　　　　　　　後

（公衆衛生上の措置の基準）

第３条　法第５０条第２項の条例で定める営業者（法第５０条第３項の

営業者をいう。以下同じ。）が公衆衛生上講ずべき措置の基準

は、別表第１のとおりとする。

２　前項に定めるもののほか、営業者が実施することが望ましい衛

生的措置は、規則で定める。

（営業施設の基準）

第４条　法第５１条の条例で定める公衆衛生の見地から必要な施設の

基準は、別表第２のとおりとする。

２　略

別表第１（第３条関係）

　１　食品取扱施設における衛生管理

（公衆衛生上の措置の基準）

第３条　法第５０条第２項の条例で定める措置の基準は、別表第１の

とおりとする。

２　前項に定めるもののほか、営業者（法第５０条第３項の営業者を

いう。以下同じ。）が実施することが望ましい衛生的措置は、規

則で定める。

（営業施設の基準）

第４条　法第５１条の条例で定める施設の基準は、別表第２のとおり

とする。

２　略

別表第１（第３条関係）

　１　食品取扱施設における衛生管理
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 　　（１）～（４）　略

　　（５）　食品等の取扱い

　　　ア～ウ　略

　　　エ　食品間の相互汚染を防止するため、次の措置を講ずるこ

と。

　　　　（ア）　略

　　　　（イ）　製造、加工又は調理を行う場所へは、作業者以外の

者の立入りによる食品、原材料、添加物、器具、容器包

装、法第６２条第１項に規定するおもちゃ及び食品、原材

料又は飲食器の洗浄の用に供する洗浄剤（以下「食品

等」という。）の汚染のおそれがない場合を除き、作業

者以外の者が立ち入らないようにすること。

　　　　（ウ）～（オ）　略

　　　オ　略

　　（６）　略

　　（７）　食品衛生責任者の設置

　　食品取扱施設又はその取り扱う食品等の種類に係る部門ご

とに、食品等を取り扱う者（以下「食品取扱者」という。）

及び関係者のうちから、規則で定めるところにより、食品衛

　　（１）～（４）　略

　　（５）　食品等の取扱い

　　　ア～ウ　略

　　　エ　食品間の相互汚染を防止するため、次の措置を講ずるこ

と。

　　　　（ア）　略

　　　　（イ）　製造、加工又は調理を行う場所へは、作業者以外の

者の立入りによる食品等の汚染のおそれがない場合を除

き、作業者以外の者が立ち入らないようにすること。

　　　　（ウ）～（オ）　略

　　　オ　略

　　（６）　略

　　（７）　食品衛生責任者の設置

　　営業者（法第４８条の規定により同条第１項の食品衛生管理

者を置かなければならない営業者を除く。）は、食品取扱施

設又はその部門ごとに、食品を取り扱う者（以下「食品取扱
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 生に関する責任者（以下「食品衛生責任者」という。）を置

くこと。ただし、法第４８条第１項の規定により食品衛生管理

者を置く場合を除く。

　　（８）　不良な食品等の回収及び廃棄

　　　ア　食品衛生上不良な食品等を製造し、又は販売したことが

判明したときは、当該食品等の回収その他の必要な措置を

講ずるとともに、知事に報告すること。

　　　イ　アの措置により回収した食品等は、通常の製品と明確に

区別して保管し、知事の指示に従って適切に廃棄その他の

必要な措置を講ずること。

　　（９）　略

　　（１０）　健康被害情報の報告

　　製造し、加工し、又は輸入した食品等に関する消費者から

の健康被害（医師の診断を受け、当該症状が製造し、加工

し、若しくは輸入した食品等に起因し、又はその疑いがある

と診断されたものをいう。）に関する情報について、知事へ

速やかに報告すること。

　　（１１）　情報の提供

　　　ア　食品衛生上不良な食品等の製造又は販売があった場合で

者」という。）及び関係者のうちから、規則で定めるところ

により、食品衛生に関する責任者（以下「食品衛生責任者」

という。）を置くこと。

　　（８）　不良な食品の回収及び廃棄

　　　ア　営業者は、食品衛生上不良な食品の製造又は販売があっ

た場合は、当該食品の回収その他の必要な措置を講ずると

ともに、知事に報告すること。

　　　イ　アの措置により回収された食品は、通常の製品と明確に

区別して保管し、知事の指示に従って適切に廃棄その他の

必要な措置を講ずること。

　　（９）　略
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あって、当該食品等の回収その他の必要な措置を行うとき

は、消費者への注意喚起のため、当該食品等の回収等に関

する情報を公表すること。

　　　イ　消費者に対し、販売食品等（法第３条第１項の販売食品

等をいう。）についての安全性に関する情報提供を行うこ

と。

　２　食品取扱施設における食品取扱者の衛生管理

　　（１）　知事から食品取扱者に検便を受けさせるべき旨の指示が

あったときは、当該食品取扱者に検便を受けさせること。

　　（２）　食品取扱者が規則で定める症状を呈している場合には、

その旨を営業者又は食品衛生管理者若しくは食品衛生責任者

に報告させ、これらの者が必要な指示をすること。

　　（３）　食品取扱者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第１８条第１項に規定

する患者若しくはその疑いのある者又は同法第６条第１１項に

規定する無症状病原体保有者であることが判明した場合は、

保菌していないことが判明するまで、食品に直接接触する作

　２　食品取扱施設における食品取扱者の衛生管理

　　（１）　営業者は、知事から、食品取扱者に検便を受けるべき旨

の指示があったときは、当該食品取扱者に検便を受けさせる

こと。

　　（２）　食品取扱者が規則で定める症状を呈している場合には、

当該食品取扱者は、その旨を営業者、食品衛生管理者又は食

品衛生責任者に報告し、これらの者から必要な指示を受ける

こと。

　　（３）　営業者は、食品取扱者が感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第１８条第

１項に規定する患者若しくはその疑いのある者又は同法第６

条第１１項に規定する無症状病原体保有者であることが判明し

た場合は、保菌していないことが判明するまで、食品に直接
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　　　附　則

　この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第３条、第４条及び別表第１の改正規定（別表の細目を加える改正規定を除く。）

は、公布の日から施行する。

業に従事させないこと。

　　（４）　食品取扱者に衛生的な作業着、帽子及びマスクを着用さ

せ、作業場内では専用の履物を用いさせること。

　　（５）　食品取扱者に、作業前、用便直後又は生鮮の原材料、汚

染された材料等を取り扱った後、必ず手指の洗浄及び消毒を

行わせること。

接触する作業に従事させないこと。

　　（４）　食品取扱者は、衛生的な作業着、帽子及びマスクを着用

し、作業場内では専用の履物を用いること。

　　（５）　食品取扱者は、作業前、用便直後又は生鮮の原材料、汚

染された材料等を取り扱った後は、必ず手指の洗浄及び消毒

を行うこと。


